
３第７号議案  

 

愛知県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の制定に 

ついて 

このことについて、愛知県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

を制定したいので、別添案を添えて請議します。 

令和３年３月２５日提出 

 

教育長 長 谷 川  洋   

 

説 明 

この案を提出するのは、愛知県立学校に学校運営協議会を設置するために、愛知

県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則を制定する必要があるか

らである。 

 



愛知県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の概要 

 

１ 概要 

  愛知県立学校において学校運営協議会を設置することに伴い、必要な事項

を定める。 

 

２ 理由 

  学校運営協議会は、保護者や地域住民等の意見を学校運営に反映し、地域と

ともにある学校作りを実現するための仕組みである。平成 16 年度の地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」という）の改正により制

度化されて以降、学校が抱える複雑化・困難化する課題の解決のため、また、

教育改革・地方創生等の観点からも、学校と地域の連携・協働の重要性が増加

し、平成 29 年３月に地教行法が改正され、学校運営協議会のさらなる活動の

充実と設置の促進を図るため、各教育委員会に対して、所管する学校への学校

運営協議会の設置の努力義務が課された。 

これを受けて、愛知県立学校においても学校運営協議会を設置することとし、

その設置等について必要な事項を教育委員会規則において規定する必要があ

るため。 

【設置の理由】 

・愛知県立学校において広く地域や社会の参画・協力を促進することは、学

校運営の改善につながり、キャリア教育の推進や学校の魅力化、特色づく

りに資するものであること 

・愛知県立学校が「開かれた学校」から更に一歩踏み出し、地域でどのよう

な子供たちを育てるのか、何を実現していくのかという目標やビジョンを

地域住民等と共有し、地域と一体となって子供たちを育む「地域とともに

ある学校」へと転換していくために、学校運営協議会の設置は有効なツー

ルと考えられること 

 

３ 内容 

(1) 愛知県立学校における学校運営協議会の設置について定める 

(2) 学校運営協議会の権限について定める 

  ① 校長は、学校運営に関する基本的な方針について協議会の承認を得る

ものとし、校長は当該方針に従って学校運営を行う 

  ② 協議会は、学校運営全般に対し校長及び教育委員会に対し意見を述べ

ることができる 

  ③ 協議会は、学校の運営状況等の評価を行う 

  ④ 協議会は、学校の運営について、地域住民の参画等が促進されるため

の情報提供を行う 

(3) 委員の任命、職務、協議会の会議の運営方法等について定める 

 

４ 施行日 

  公布の日 



 

愛 知 県 立 学 校 に お け る 学 校 運 営 協 議 会 の 設 置 等 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。 

  令 和 三 年  月  日 

愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長  長 谷 川   洋   

愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第  号 

愛 知 県 立 学 校 に お け る 学 校 運 営 協 議 会 の 設 置 等 に 関 す る 規 則 

（ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 規 則 は 、 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二

号 ） 第 四 十 七 条 の 五 の 規 定 に 基 づ き 、 愛 知 県 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 教 育 委 員 会 」 と い う 。 ） の 所 管

に 属 す る 学 校 （ 以 下 「 県 立 学 校 」 と い う 。 ） に お け る 学 校 運 営 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ）

の 設 置 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 設 置 ） 

第 二 条 教 育 委 員 会 は 、 協 議 会 の 設 置 が 適 当 と 認 め る 県 立 学 校 に 協 議 会 を 設 置 す る も の と す る 。 

２ 教 育 委 員 会 は 、 県 立 学 校 に 協 議 会 を 設 置 し よ う と す る と き は 、 当 該 県 立 学 校 の 校 長 、 当 該 県

立 学 校 の 所 在 す る 地 域 の 住 民 及 び 当 該 県 立 学 校 に 在 籍 す る 生 徒 、 児 童 又 は 幼 児 の 保 護 者 の 意 見

を 聴 く も の と す る 。  

３ 教 育 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 意 見 を 聴 い た 場 合 に お い て 、 当 該 県 立 学 校 に 協 議 会 を 設 置

す る こ と と し た と き は 、 当 該 県 立 学 校 に そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。  

（ 学 校 運 営 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 の 承 認 等 ）  

第 三 条 協 議 会 が 設 置 さ れ る 県 立 学 校 （ 以 下 「 対 象 学 校 」 と い う 。 ） の 校 長 は 、 毎 年 度 、 当 該 対 象

学 校 の 運 営 に 関 し て 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 基 本 的 な 方 針 を 作 成 し 、 当 該 協 議 会 の 承 認 を 得

な け れ ば な ら な い 。  

一 対 象 学 校 の 教 育 計 画 に 関 す る こ と 。 

二 対 象 学 校 の 教 育 課 程 の 編 成 に 関 す る こ と 。  

三 対 象 学 校 の 組 織 の 編 成 に 関 す る こ と 。  

四 対 象 学 校 の 予 算 の 執 行 に 関 す る こ と 。  

五 対 象 学 校 の 施 設 及 び 設 備 等 の 管 理 並 び に 整 備 に 関 す る こ と 。 

２ 対 象 学 校 の 校 長 は 、 前 項 の 承 認 を 得 た 基 本 的 な 方 針 に 従 っ て 当 該 対 象 学 校 の 運 営 を 行 う も の

と す る 。 

（ 学 校 運 営 等 に 関 す る 意 見 の 申 出 ） 

第 四 条 協 議 会 は 、 そ の 対 象 学 校 の 運 営 に 関 す る 事 項 （ 次 項 に 規 定 す る 事 項 を 除 く 。 ） に つ い て 、

教 育 委 員 会 又 は 当 該 対 象 学 校 の 校 長 に 対 し て 、 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。 

２ 協 議 会 は 、 そ の 対 象 学 校 の 職 員 の 採 用 そ の 他 の 任 用 に 関 し て 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 基 本 的 な

方 針 の 実 現 に 資 す る 事 項 （ 特 定 の 個 人 に 係 る も の を 除 く 。 ） に つ い て 、 教 育 委 員 会 に 対 し て 意 見

を 述 べ る こ と が で き る 。  



 

３ 協 議 会 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ り 教 育 委 員 会 に 対 し て 意 見 を 述 べ る と き は 、 あ ら か じ め そ の 対

象 学 校 の 校 長 の 意 見 を 聴 い た 上 で 、 当 該 校 長 を 経 由 し て 行 う も の と す る 。  
（ 学 校 運 営 に 関 す る 評 価 ） 

第 五 条 協 議 会 は 、 毎 年 度 一 回 以 上 、 そ の 対 象 学 校 の 運 営 の 状 況 に つ い て 評 価 を 行 う も の と す る 。 

（ 学 校 運 営 に 関 す る 理 解 、 協 力 、 参 画 等 の 促 進 等 ） 

第 六 条 協 議 会 は 、 そ の 対 象 学 校 の 運 営 に つ い て 、 当 該 対 象 学 校 の 所 在 す る 地 域 の 住 民 （ 以 下 「 地

域 住 民 」 と い う 。 ） 、 当 該 対 象 学 校 に 在 籍 す る 生 徒 、 児 童 又 は 幼 児 の 保 護 者 （ 以 下 「 保 護 者 」 と

い う 。 ） 及 び 当 該 対 象 学 校 の 運 営 に 資 す る 活 動 を 行 う 者 の 理 解 、 協 力 、 参 画 等 が 促 進 さ れ る よ う

努 め る も の と す る 。  

２ 協 議 会 は 、 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 基 本 的 な 方 針 に 基 づ く そ の 対 象 学 校 の 運 営 及 び 当 該 運 営

へ の 必 要 な 支 援 に 関 し 、 次 に 掲 げ る 目 的 を 達 成 す る た め 、 当 該 対 象 学 校 の 運 営 及 び 当 該 運 営 へ

の 必 要 な 支 援 に 関 す る 協 議 の 結 果 に 関 す る 情 報 を 積 極 的 に 提 供 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

一 地 域 住 民 、 保 護 者 及 び 当 該 対 象 学 校 の 運 営 に 資 す る 活 動 を 行 う 者 の 理 解 を 深 め る こ と 。  

二 当 該 対 象 学 校 と 前 号 に 規 定 す る 者 と の 連 携 及 び 協 力 の 推 進 に 資 す る こ と 。 

（ 委 員 の 任 命 ） 

第 七 条 協 議 会 は 、 委 員 十 五 人 以 内 で 組 織 す る 。  

２ 協 議 会 の 委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 で あ っ て 当 該 協 議 会 の 対 象 学 校 の 校 長 が 推 薦 す る 者 の う ち か

ら 、 教 育 委 員 会 が 任 命 す る 。 

一 地 域 住 民 

二 保 護 者 

三 当 該 対 象 学 校 の 運 営 に 資 す る 活 動 を 行 う 者  

四 当 該 対 象 学 校 の 校 長  

五 当 該 対 象 学 校 の 教 職 員 

六 学 識 経 験 者 

七 関 係 行 政 機 関 の 職 員  

八 そ の 他 教 育 委 員 会 が 適 当 と 認 め る 者 

３ 教 育 委 員 会 は 、 対 象 学 校 の 校 長 か ら 申 出 が あ っ た と き は 、 前 項 の 委 員 の 任 命 に つ い て 、 当 該

校 長 か ら 意 見 を 聴 く も の と す る 。 

（ 委 員 の 任 期 ） 

第 八 条 協 議 会 の 委 員 の 任 期 は 、 任 命 の 日 か ら 、 当 該 任 命 の 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で と

す る 。 た だ し 、 再 任 を 妨 げ な い 。 

（ 委 員 の 守 秘 義 務 等 ）  

第 九 条 協 議 会 の 委 員 は 、 職 務 上 知 る こ と の で き た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を 退 い た

後 も 、 同 様 と す る 。  



 

２ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 協 議 会 の 委 員 は 、 次 に 掲 げ る 行 為 を し て は な ら な い 。 

一 委 員 た る に ふ さ わ し く な い 非 行 を 行 う こ と 。  
二 委 員 と し て の 地 位 を 営 利 行 為 、 政 治 活 動 、 宗 教 活 動 等 に 不 当 に 利 用 す る こ と 。 

三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 協 議 会 及 び そ の 対 象 学 校 の 運 営 に 著 し く 支 障 を 来 す 言 動 を 行

う こ と 。 

（ 協 議 会 の 会 長 及 び 副 会 長 ） 

第 十 条 協 議 会 に 会 長 及 び 副 会 長 一 人 を 置 く 。  

２ 会 長 及 び 副 会 長 は 、 そ れ ぞ れ 委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。 

３ 会 長 は 、 協 議 会 の 会 務 を 総 理 す る 。 

４ 副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 会 長 が 欠 け た と き は 、 そ の 職 務 を 代

理 す る 。 

（ 議 事 ） 

第 十 一 条 協 議 会 の 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い う 。 ） は 、 会 長 が そ の 対 象 学 校 の 校 長 と 協 議 し た 上 で 、

招 集 す る 。 た だ し 、 会 長 及 び 副 会 長 が 選 出 さ れ て い な い と き は 、 そ の 対 象 学 校 の 校 長 が 招 集 す

る 。 

２ 会 議 に お い て は 、 会 長 が 議 長 と な る 。  

３ 会 議 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 、 開 く こ と が で き な い 。  

４ 会 議 の 議 事 は 、 出 席 し た 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ に よ

る 。 

５ 委 員 は 、 自 己 に 直 接 の 利 害 関 係 の あ る 会 議 の 議 事 に 参 与 す る こ と が で き な い 。 

６ 協 議 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 会 議 の 議 事 に 関 係 の あ る そ の 対 象 学 校 の 教 職 員 の 出

席 を 求 め 、 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。 

（ 会 議 の 公 開 ） 

第 十 二 条 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き 、 公 開 す る も の と す る 。  

一 職 員 の 採 用 そ の 他 の 任 用 に 関 す る 事 項 を 議 事 と す る 場 合 

二 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 協 議 会 が 会 議 を 公 開 す べ き で な い と 認 め る 場 合 

２ 会 議 を 傍 聴 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 会 長 に 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。 

３ 傍 聴 人 は 、 会 議 の 進 行 を 妨 げ る 行 為 を し て は な ら な い 。 

（ 協 議 会 の 適 正 な 運 営 を 確 保 す る た め に 必 要 な 措 置 ） 

第 十 三 条 教 育 委 員 会 は 、 協 議 会 の 運 営 の 状 況 に つ い て 的 確 な 把 握 を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 指 導 及

び 助 言 を 行 う と と も に 、 協 議 会 の 運 営 が 適 正 を 欠 く こ と に よ り 、 そ の 対 象 学 校 の 運 営 に 現 に 支

障 が 生 じ 、 又 は 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に お い て は 、 当 該 協 議 会 の 適 正 な 運 営 を

確 保 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 

２ 教 育 委 員 会 及 び 対 象 学 校 の 校 長 は 、 協 議 会 が 適 切 な 合 意 形 成 を 行 う こ と が で き る よ う 必 要 な



 

情 報 提 供 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

（ 委 員 の 解 任 ） 
第 十 四 条 教 育 委 員 会 は 、 本 人 か ら 辞 任 の 申 出 が あ っ た と き の ほ か 、 協 議 会 の 委 員 が 次 の 各 号 の

い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら れ る と き は 、 そ の 委 員 を 解 任 す る こ と が で き る 。 

一 第 九 条 の 規 定 に 違 反 し た と き 。 

二 心 身 の 故 障 の た め 、 職 務 を 遂 行 す る こ と が で き な い と き 。 

三 そ の 他 解 任 に 相 当 す る 事 由 が あ る と き 。  

２ 対 象 学 校 の 校 長 は 、 そ の 協 議 会 の 委 員 が 前 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら れ る と き は 、

直 ち に 、 教 育 委 員 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

３ 教 育 委 員 会 は 、 協 議 会 の 委 員 を 解 任 す る と き は 、 そ の 理 由 を 示 さ な け れ ば な ら な い 。 

（ 委 任 ） 

第 十 五 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 協 議 会 の 運 営 そ の 他 協 議 会 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 教 育

長 が 定 め る 。 

   附 則 

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 


